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育児・介護のための育児・介護のためのQ　AQ　A&&
Q : 育児休業中は収入があるのですか？
A : 給与としての支給はありませんが、雇用保険
から給与の50％相当の育児休業給付金が子の1歳
までの育児休業期間給付されます（2014年3月現在）。

Q : 妻が専業主婦の男性も育児休業を取得できま
  すか？

A : 育児休業・育児短時間勤務・育児時間・早出遅
出勤務・超過勤務の制限等について、配偶者の就業
等の状況に関わらず、取得できることになりました。
また、妻の出産日から57日までの間に夫が育児休
業を取得する場合は特別の事情がなくても、再び育
児休業を取得することが可能となりました。

Q : 育児や介護のために勤務時間を調整することは
  できますか？

A : 育児短時間勤務・育児時間・早出遅出勤務・介
護部分休業の制度があります。内側の一覧表をご覧
ください。 Q : 育児休業や介護休業を取得すると職場に迷惑

  がかかるかと思うのですが・・・。
A : 職場では特定の職員に負担がかからないよう、
育休代替職員の採用や配置換によって補充を行い
業務にあたりますので、大丈夫です。

Q : 臨時職員の産前産後休暇中の収入は「０」ですか？
A : 産前6週間産後8週間の産前産後の無給休暇
の期間中、健康保険から標準報酬日額の3分の2相
当の出産手当金が給付されます。

: 介護休暇って介護休業と違うのですか？
A : 介護休業が要介護者の介護を行うために相当
期間のものに対し、介護休暇は要介護者の通院等
の付き添いなど単発的な世話に対応するための
休暇です。詳細は内側をご覧ください。

Q : 育児休業中は職員の定期健康診断を受けられ
  ないのですか？

A : 産前・産後および育児・介護休業中の職員も
定期健康診断を受けることができます。毎年の定
期健康診断の時期は6～7月頃ですが、部局によっ
て異なります。申込については、所属の総務担当へ
早めにお問い合わせください。

Q : 育児休業中の共済掛金（社会保険料）などの
  支払いは？

A : 掛金は育児休業期間中は免除されます（加入
期間として継続します）。

※キャンパス間は内線番号の前に「6」を付けて下さい。

ー 各種お問い合わせ先 ー

●勤務時間に関するお問い合わせ 人事課服務担当　3115　（0952-28-3115)
医学部総務課人事系　3320　（0952-34-3320)

●育児休業等および、育児休業給付金・出産手当金に関するお問い合わせ
人事課服務担当　8127　（0952-28-8127)

医学部総務課人事系　3320　（0952-34-3320)
●共済組合に関するお問い合わせ 人事課共済担当　8140　（0952-28-8140)
●職員の本給・諸手当に関するお問い合わせ 人事課給与担当　8125　（0952-28-8125)
●給与の支払いに関するお問い合わせ 人事課給与計算担当　8147　（0952-28-8147)

【その他、女性研究者支援・男女共同参画全般に関するお問い合わせ】
佐賀大学　男女共同参画推進室

〒840-8502　佐賀県佐賀市本庄町1番地　
tel: 0952－28－8393　 fax: 0952－28－8890

 http://www.saga-u.ac.jp/geo/index.html
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